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(57)【要約】
【課題】紙巻き煙草の匂いが手につかず、おしゃれ感覚
で喫煙を楽しむことのできる喫煙補助具を提供する。
【解決手段】
　喫煙補助具１０は、一端部の側に紙巻き煙草Ｃを支持
する部分１２、他端部の側に柄の部分１３を有し、紙巻
き煙草を支持する部分１２には、吸煙側の端部と着火側
の端部とが互いに反対側へ突出するように紙巻き煙草を
支持する開口部１４が設けられてなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部の側に紙巻き煙草を支持する部分、他端部の側に柄の部分を有し、前記紙巻き煙
草を支持する部分には、吸煙側の端部と着火側の端部とが互いに反対側へ突出するように
紙巻き煙草を支持する開口部が設けられてなる喫煙補助具。
【請求項２】
　前記紙巻き煙草を支持する部分は棒状体の一端部の側に、前記柄の部分は棒状体の他端
部の側に、それぞれ設けられており、前記開口部は、前記棒状体を長さ方向に対して垂直
方向に貫通する貫通孔により構成されている請求項１に記載の喫煙補助具。
【請求項３】
　前記開口部は、紙巻き煙草を抜け止め状態で嵌合させるものである請求項１または２に
記載の喫煙補助具。
【請求項４】
　前記柄の部分の一端部と他端部の少なくとも一方に、滑り止め部が形成されている請求
項１～３の何れかに記載の喫煙補助具。
【請求項５】
　請求項１～４の何れかに記載の喫煙補助具であって、前記柄の部分に前記喫煙補助具を
自立させるための支持体をさらに備える喫煙補助具。
【請求項６】
　前記支持体は、棒状部材であって一端部に平板部を有し、
　前記棒状部材の他端部は前記柄の部分に回動可能に取り付けられており、
　前記柄の部分には、前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられた状態で前記棒状部材
が収容される第１の収容部と、前記平板部が収容される第２の収容部とが設けられている
請求項５に記載の喫煙補助具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙補助具に関し、詳しくは、紙巻き煙草の匂いが手につくのを避けること
ができるとともに喫煙を楽しむことができる喫煙補助具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、様々な喫煙補助具が提案されている。例えば、特許文献１には、紙巻き煙草
（以下、「煙草」と称す。）の煙に含まれる有害物質を削減して排煙する喫煙具が提案さ
れている。この喫煙具は、活性炭素繊維不織布から形成されたたばこ覆い筒からなり、こ
のたばこ覆い筒に煙草を挿入して喫煙することで、煙草の煙に含まれる有害物質が、活性
炭素繊維不織布に形成された活性炭素繊維微細穴で吸着されて排煙される。
　また、特許文献２にも、副流煙および喫煙者から吐出される煙を清浄化して外部に放出
する喫煙用具が提案されている。この喫煙用具は、筐体に煙草が収容されており、筐体の
背面には鼻孔および口を覆うマスク部が設けられ、筐体の天面の一部に煙を浄化するため
の排煙部フィルタとこの排煙部フィルタを通過した煙を排出する排煙口とが設けられてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５９８４２公報
【特許文献２】特開２００５－６５５１５公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の喫煙具は、煙草の長さ方向にたばこ覆い筒が被せられる、いわゆ
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る横型の喫煙具であり、喫煙者はたばこ覆い筒を手で持って喫煙するが、手と煙草との距
離が近く、煙草の匂いや煙が手につくという問題があった。
　また、特許文献２の喫煙用具は、マスク部で喫煙者の鼻、頬の部分および口元全体の範
囲を覆って使用するものであり、喫煙を楽しむことからは程遠いものであった。
【０００５】
　本発明は、上記した課題に着目してなされたものであり、紙巻き煙草の匂いが手につか
ず、おしゃれ感覚で喫煙を楽しむことのできる喫煙補助具を提供することを課題としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため、本発明は、一端部の側に紙巻き煙草を支持する部分、他端部
の側に柄の部分を有し、前記紙巻き煙草を支持する部分には、吸煙側の端部と着火側の端
部とが互いに反対側へ突出するように紙巻き煙草を支持する開口部が設けられてなる喫煙
補助具を提供するものである。
【０００７】
　開口部に吸煙側を手前にして紙巻き煙草を差し込み、開口部を上側にして柄の部分を把
持し、喫煙補助具を縦型に用いて喫煙することで、喫煙者の手が紙巻き煙草から離れた位
置になるため、紙巻き煙草の匂いが手につきにくくなる。特に、紙巻き煙草の煙は主に横
方向又は上方向に流れ、一方、喫煙者の手は紙巻き煙草よりも下方に位置するため、紙巻
き煙草の煙が手の位置には流れず、手に紙巻き煙草の匂いがつくのが避けられる。
【０００８】
　このように、紙巻き煙草の匂いが手につきにくくなることで、例えば飲食業に携わる人
や女性など、匂いが手につくことを望まない人であっても、気軽に喫煙を楽しむことがで
きる。
　また、喫煙者は紙巻き煙草を直接持たずに喫煙するため、手が多少濡れている状態でも
喫煙することが可能となり、釣りやサーフィンなど、水辺のアウトドアを行う人であって
も喫煙を楽しむことができる。
【０００９】
　また、喫煙者は、開口部に支持された紙巻き煙草に対し下側に延びる柄の部分を把持し
て喫煙するため、従来のようないわゆる横型の喫煙補助具を使用する場合に比べて喫煙の
所作を美しく見せることができ、おしゃれ感覚で喫煙を楽しむことができる。
　また、柄の部分の表面や紙巻き煙草を支持する部分の周囲の表面に、ビーズなどのデコ
レーションパーツを配置したりキャラクターや模様などを描くことによって、喫煙をより
楽しむことができる。
【００１０】
　好ましい実施形態においては、前記紙巻き煙草を支持する部分は棒状体の一端部の側に
、前記柄の部分は棒状体の他端部の側に、それぞれ設けられており、前記開口部は、前記
棒状体を長さ方向に対して垂直方向に貫通する貫通孔により構成されている。
【００１１】
　開口部を貫通孔で形成することで、貫通孔に紙巻き煙草を貫通させるだけの簡単な動作
で貫通孔に紙巻き煙草を支持させることができる。
【００１２】
　前記開口部は、紙巻き煙草を抜け止め状態で嵌合させるものであることが好ましい。
【００１３】
　上記の構成によれば、喫煙補助具を傾けて使用した場合であっても、紙巻き煙草が開口
部から抜け出ることがない。
【００１４】
　一実施形態においては、前記開口部には、開口部に紙巻き煙草を抜け止め状態で嵌合さ
せるために、開口部内へ出没自由に支持される抜け止め部材と、抜け止め部材を開口部に
向けて付勢するバネとが設けられている。
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【００１５】
　他の実施形態においては、前記開口部には、開口部に紙巻き煙草を抜け止め状態で嵌合
させるために、開口部内へ出没自由に支持される抜け止め部材と、抜け止め部材を径方向
に進退動作させるネジ部材とが設けられている。
【００１６】
　さらに他の実施形態においては、前記棒状体は中空管により構成され、前記中空管の内
部に、前記貫通孔と重なることにより互いに連通する貫通孔を有するスライド部材が摺動
可能に挿入されるとともに、重なった貫通孔が位置ずれする方向へスライド部材を付勢す
るバネが設けられている。
【００１７】
　さらに他の実施形態においては、前記棒状体の上端部には、前記棒状体の前記貫通孔と
重なることにより互いに連通する貫通孔を有する中空管よりなるスライド部材が摺動可能
に嵌められるとともに、中空管の内部に、重なった貫通孔が位置ずれする方向へスライド
部材を付勢するバネが設けられている。
【００１８】
　さらに他の実施形態においては、前記紙巻き煙草を支持する部分は棒状体の一端部の側
に、前記柄の部分は棒状体の他端部の側に、それぞれ設けられており、前記開口部は、前
記棒状体の端部に取り付けられたリング状の開閉部材により形成されている。
【００１９】
　上記の各実施形態において、前記棒状体の前記柄の部分の一端部と他端部の少なくとも
一方に、滑り止め部が形成されていることが好ましい。
【００２０】
　棒状体の柄の部分の一端部の表面、すなわち開口部の下方の表面に滑り止め部が形成さ
れている場合には、滑り止め部に手の平や指を当てて柄の部分を把持することで、喫煙補
助具が手から滑りにくくなり喫煙補助具をしっかりと把持することができる。また、喫煙
補助具を装着した紙巻き煙草を灰皿に置く場合には、灰皿の縁部に滑り止め部を当接させ
ることで、喫煙補助具が転がったり滑ったりせずに灰皿の縁部に係止させることができ、
安全に喫煙補助具を使用することができる。
　また、棒状体の柄の部分の他端部の表面に滑り止め部が形成されている場合には、喫煙
補助具を装着した紙巻き煙草を灰皿に置く場合に、滑り止め部が灰皿が置かれた台の表面
と当接するので、喫煙補助具が転がったり滑ったりせず安定して灰皿に係止させることが
でき、安全に喫煙補助具を使用することができる。
　滑り止め部は、柄の部分の表面に形成された凹凸面や突起部であってもよく、柄の部分
の表面に貼り付けられたゴムシートや樹脂シートなどであってもよい。
【００２１】
　上記の各実施形態において、前記喫煙補助具は、前記柄の部分に前記喫煙補助具を自立
させるための支持体をさらに備えることが好ましい。
【００２２】
　自立させた喫煙補助具を灰皿の近傍に載置することで、喫煙補助具が転がったり滑った
りすることなく煙草の灰を灰皿に落とすことができる。
【００２３】
　支持体の一実施形態においては、前記支持体は、棒状部材であって一端部に平板部を有
し、前記棒状部材の他端部は前記柄の部分に回動可能に取り付けられており、前記柄の部
分には、前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられた状態で前記棒状部材が収容される
第１の収容部と、前記平板部が収容される第２の収容部とが設けられている。
【００２４】
　喫煙者は、柄の部分に対して支持体が閉じられた状態で柄の部分を把持して喫煙する。
また、柄の部分に対して支持体を開き、支持体を灰皿の近傍に載置することにより、喫煙
補助具は自立する。
　支持体の先端部には平板部が設けられているので、支持体が棒状部材だけで構成されて
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いる場合に比べて載置面に接触する面積が大きくなり、喫煙補助具を安定して自立させる
ことができる。このため、喫煙者は一時的に紙巻き煙草から手を離すことができる。また
、煙草の長さや灰皿の大きさに合わせて支持体の柄の部分に対する開く角度を調整するこ
とで、喫煙補助具を載置する際に煙草の灰を確実に灰皿に落とすことができる。柄の部分
が載置面に対して垂直方向になるように支持体の柄の部分に対する開く角度を９０度とし
てもよく、載置面に対して斜め方向となるように支持体の柄の部分に対する開く角度を９
０度より小さくしてもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の喫煙補助具によれば、喫煙者は、開口部に吸煙側を手前にして紙巻き煙草を差
し込み、開口部が上方、柄の部分が下方となるように柄の部分を把持して喫煙することで
、喫煙者の手が紙巻き煙草から下方に離れた位置となるため、紙巻き煙草の匂いが手につ
きにくくなる。このため、紙巻き煙草の匂いが手につくことを望まない人であっても、気
軽に喫煙を楽しむことができ、また、手が多少濡れている状態でも喫煙することが可能と
なる。さらに、喫煙の所作を美しく見せ、おしゃれ感覚で喫煙を楽しむことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る喫煙補助具の斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線から見た断面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線から見た断面図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線から見た断面図である。
【図５】喫煙補助具の使用形態を示す斜視図である。
【図６】他の例を示す断面図である。
【図７】他の例を示す断面図である。
【図８】他の例を示す断面図である。
【図９】他の例を示す断面図である。
【図１０】他の例を示す斜視図である。
【図１１】他の例を示す断面図である。
【図１２】他の実施形態に係る喫煙補助具の斜視図である。
【図１３】図１２のＢ－Ｂ線から見た断面図である。
【図１４】図１２のＢ－Ｂ線から見た断面図である。
【図１５】図１２のＢ－Ｂ線から見た断面図である。
【図１６】他の例を示す断面図である。
【図１７】図１６のＣ－Ｃ線から見た断面図である。
【図１８】他の実施形態に係る喫煙補助具の正面図である。
【図１９】図１８の実施形態に係る喫煙補助具の正面図である。
【図２０】他の例を示す正面図である。
【図２１】他の例を示す断面図である。
【図２２】他の実施形態に係る喫煙補助具の断面図である。
【図２３】他の実施形態を示す断面図である。
【図２４】他の実施形態に係る喫煙補助具の側面図である。
【図２５】他の実施形態に係る喫煙補助具の斜視図である。
【図２６】図２５の実施形態に係る喫煙補助具の斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の複数の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１～図５は、本発明の喫煙補助具１０の一実施形態を示す。
【００２８】
　喫煙補助具１０は、板状の棒状体１１であり、長さ方向を上下方向とした場合に、上端
部に紙巻き煙草（以下、「煙草」と称す。）Ｃを支持する部分１２、煙草Ｃを支持する部
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分より下側の下端部の側に柄の部分１３を一体に有している。
【００２９】
　棒状体１１の形状は図示例のものに限定されず、長さ方向に対して直交する方向の断面
の形状が多角形、円形、楕円形など任意の形状の棒状体であってもよい。また、棒状体１
１の煙草を支持する部分１２と柄の部分１３とで前記断面形状が異なっていてもよい。
【００３０】
　棒状体１１は、耐燃性のある素材から構成されていることが好ましく、アルミニウム、
真鍮などの金属からなる素材で形成されていることが好ましいが、これに限定されるもの
ではない。また、木材に金属のメッキを施したものであってもよい。また、柄の部分１３
と煙草を支持する部分１２とで素材が異なっていてもよい。
【００３１】
　煙草を支持する部分１２には、吸煙側の端部と着火側の端部とが互いに反対側へ突出す
るように煙草Ｃを支持する開口部が設けられている。本実施形態の開口部は、棒状体１１
を長さ方向に対して直交方向に貫通する貫通孔１４である。貫通孔１４は、円周（巻きの
太さ）が５．４ｍｍ以上８．３ｍｍ以下の一般に流通している煙草Ｃが貫通可能な程度の
直径であればよく、煙草Ｃの長さ方向に対して垂直な円形状の断面の直径よりもわずかに
大きい。
【００３２】
　なお、以下の説明では、図１において、貫通孔１４に煙草Ｃを係止させた際に煙草Ｃの
吸煙側の端部が突出する面を喫煙補助具１０の正面、紙巻き煙草の着火側の端部が突出す
る面を喫煙補助具１０の背面とし、図１の上下方向を喫煙補助具１０の上下方向、貫通孔
１４の貫通方向及び上下方向に直交する方向を左右方向としている。
【００３３】
　図１、図２に示すように、貫通孔１４の内周面１４ａには有底の穴部１６が設けられて
いる。穴部１６には貫通孔１４内に出没自由に支持される直方体の抜け止め部材１５が収
容されている。さらに、穴部１６にはバネ１７が収容されており、バネ１７の一端は抜け
止め部材１５の下端面に当たりバネ１７の他端は穴部１６の底面に当たっている。抜け止
め部材１５は、貫通孔１４に煙草Ｃが挿入されていない状態で、その上端部が貫通孔１４
の内周面１４ａから突出するように、バネ１７により貫通孔１４に向けて付勢されている
（図２参照）。
【００３４】
　また、柄の部分１３の正面には、穴部１６の内部と連通する上下方向に長い長孔１８が
開設されている。長孔１８には、抜け止め部材１５と一体の爪部１５ａがスライド自由に
係合し、柄の部分１３の表面へ突出している。
【００３５】
　柄の部分１３の側面には、凹状の湾曲部１３ｂが形成されている。柄の部分１３の把持
時に湾曲部１３ｂが喫煙者の手の内側に沿うことで、柄の部分１３を把持しやすくなって
いる。
【００３６】
　柄の部分１３には、貫通孔１４の下側位置であって柄の部分１３の上側（上端部）に、
滑り止め部を構成する２本の溝１３ａが左右方向の全体に亘って形成されている。本実施
形態では、各溝１３ａは棒状体１１の正面及び背面にそれぞれ形成されている。この溝１
３ａにより喫煙者が柄の部分１３を把持した際に、図５に示すように、手の平や指が溝１
３ａと接して滑りにくくなる。また、灰皿の縁部に溝１３ａを係止させて煙草Ｃを灰皿に
置くことが可能である。
【００３７】
　本発明の喫煙補助具１０の使用方法について説明する。
　図５に示すように、喫煙者は喫煙補助具１０の柄の部分１３を把持する。そして、爪部
１５ａを下方にスライドさせることで抜け止め部材１５を下方に押し下げ、図３に示すよ
うに抜け止め部材１５の上端面が貫通孔１４の内周面１４ａから突出しない状態とする。
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この状態で、煙草Ｃを貫通孔１４へ正面側から挿入する。
【００３８】
　適当な位置まで煙草Ｃを挿入した後、喫煙者が爪部１５ａから手を離すと、図４に示す
ように、抜け止め部材１５はバネ１７によるバネ圧で押し上げられ煙草Ｃを貫通孔１４の
内周面１４ａに押し付ける。これにより煙草Ｃは抜け止め状態で貫通孔１４と嵌合する。
　喫煙者は図５に示すように喫煙補助具１０を把持した状態で、煙草Ｃに着火し、喫煙す
る。
　喫煙補助具１０に支持された煙草Ｃを灰皿に置く際には、灰皿の縁部に溝１３ａを係止
させる。
【００３９】
　本発明の喫煙補助具１０によれば、喫煙者は、貫通孔１４に吸煙側を手前にして煙草Ｃ
を差し込み、煙草Ｃが差し込まれた貫通孔１４を上方にして柄の部分１３を把持して喫煙
することで、喫煙者の手が煙草Ｃから下方に離れた位置となるため、喫煙者の手に煙草Ｃ
や煙草Ｃの煙の匂いがつきにくくなる。このため、煙草Ｃの匂いが手につくことを望まな
い人であっても、気軽に喫煙を楽しむことができ、また、手が多少濡れている状態でも喫
煙することが可能となる。さらに、喫煙の所作を美しく見せ、おしゃれ感覚で喫煙を楽し
むことができる。
【００４０】
　本実施形態では、溝１３ａは柄の部分１３の表面及び背面に２本ずつ形成されているが
、溝１３ａの個数や大きさは本実施形態には限定されず、柄の部分１３の表面及び背面の
それぞれに１つまたは３つ以上形成されていてもよく、柄の部分１３の前面のみまたは背
面のみに形成されていてもよい。
　特に、柄の部分１３の断面形状が円形状である場合には、例えば図１０、図１２に示す
ように、溝６３ａ、８３ａを形成することで灰皿に係止する際に喫煙補助具６０が転がる
のを防止することができる。
【００４１】
　また、滑り止めや灰皿への係止のために、溝１３ａに代えて凸条部を形成してもよい。
さらに、例えばシリコーンゴムからなるゴムシートや発泡塩化ビニール樹脂からなる樹脂
シートなどを柄の部分１３に接着したり、多数の突起部を形成したりしてもよい。
【００４２】
　棒状体１１の断面形状が円形や楕円形である場合には、例えば図１０、図１２に示すよ
うに、棒状体６１、８１の柄の部分６３、８３の下端部６３ｃ、８３ｃの正面、背面を平
坦面としてもよい。この実施形態によれば、喫煙補助具６０、８０を灰皿の縁部に係止す
る際に棒状体６１、８１の下端部が灰皿が置かれた台の表面（載置面）と当接するので、
喫煙補助具６０が転がりにくく、安定して灰皿に喫煙補助具６０を係止できる。
【００４３】
　また、棒状体１１の下端面や下端部にゴムシートを接着していてもよい。喫煙補助具１
０を灰皿の縁部に係止する際に、棒状体１１の下端部のゴムシートが灰皿が置かれた台の
表面と当接するので、喫煙補助具１０が転がったり滑ったりしにくく、安定して灰皿に喫
煙補助具１０を係止できる。
【００４４】
　また、喫煙補助具１０の紙巻き煙草を支持する部分１２を柄の部分１３に対して折り曲
げることが可能な構成とし、灰皿のサイズに合わせて紙巻き煙草の灰を灰皿に落とすこと
ができるようにしてもよい。
【００４５】
　図１の実施形態では、抜け止め部材１５を上下方向にスライドさせているが、図６に示
す喫煙補助具２０のように、抜け止め部材２５を回動させることで、貫通孔２４に出没自
由であってもよい。図示のものは、貫通孔２４に対して左右方向の一方側に貫通孔２４と
連通する切り欠き溝２６が形成されており、この切り欠き溝２６に抜け止め部材２５の中
央部が支持軸２５ａにより回転可能に軸支されている。抜け止め部材２５は、上端部２５
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ｂが貫通孔２４内へ出没し、下端部２５ｃが外部へ出没する。抜け止め部材２５の下端部
２５ｃには、抜け止め部材２５の上端部２５ｂを貫通孔２４に向けて付勢するバネ２７が
取り付けられている。
【００４６】
　煙草Ｃを貫通孔２４に挿入する際に喫煙者が抜け止め部材２５の下端部２５ｃを押し込
むと、バネ２７が圧縮変形し、抜け止め部材２５が回動して抜け止め部材２５の下端部２
５ｃが切り欠き溝２６の内部に押し込まれる。このとき、抜け止め部材２５の上端部２５
ｂは貫通孔２４より引っ込むので、煙草Ｃを貫通孔２４へ挿入する。適当な位置まで煙草
Ｃを挿入した後、喫煙者が抜け止め部材２５の下端部２５ｃから手を離すと、抜け止め部
材２５はバネ圧を受けて上端部２５ｂが回動して貫通孔２４内に突出する。これにより、
煙草Ｃは貫通孔２４の内周面２４ａに押し付けられ、抜け止め状態で貫通孔２４と嵌合す
る。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００４７】
　図７に示す喫煙補助具３０は、貫通孔３４に煙草Ｃが挿入されていない状態で、上下の
抜け止め部材３５が貫通孔３４の内周面３４ａからわずかに突出するように、バネ３７に
より貫通孔３４に向けて付勢されている。
　この状態で、貫通孔３４に煙草Ｃを挿入すると、抜け止め部材３５はバネ３７を圧縮変
形させて穴部３６へ押し込まれる。煙草Ｃは適当な位置まで挿入された後、バネ３７のバ
ネ圧により抜け止め状態で貫通孔３４に嵌合される。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００４８】
　図８～図１０に示す実施形態は、ネジ軸４５～６５よりなる抜け止め部材を貫通孔４４
～６４内へ出没自由としたものである。その他の構成については、図１の実施形態と同様
であるため、対応する構成には対応する符号を付して説明を省略する。
　図８に示す喫煙補助具４０では、貫通孔４４と連通するネジ穴４６が形成されており、
ネジ穴４６にはネジ軸４５がねじ込まれている。ネジ軸４５の先端部４５ａは進退動作し
て貫通孔４４に対して出没する。外部に突出するネジ軸４５の基端部４５ｂには円盤状の
ネジ頭部４５ｃが形成されている。喫煙者はネジ頭部４５ｃをつまんでネジ軸４５を回転
させることで、ネジ軸４５の先端部４５ａを貫通孔４４の内周面４４ａから突出させて煙
草Ｃを貫通孔４４に抜け止め状態で嵌合させることができる。
【００４９】
　また、図９に示す喫煙補助具５０は、柄の部分５３と煙草を支持する部分５２とが分離
しており、煙草を支持する部分５２の貫通孔５４と連通するネジ穴５６に、柄の部分５３
に取り付けられたネジ軸５５がねじ込まれている。柄の部分５３を回転させることで、ネ
ジ軸５５の先端部５５ａが貫通孔５４の内周面５４ａから突出し、煙草Ｃを貫通孔５４に
抜け止め状態で嵌合させることができる。
【００５０】
　さらに、図１０に示す喫煙補助具６０は、柄の部分６３に貫通孔６４と連通するネジ穴
６６を形成し、ネジ穴６６に抜け止め部材としてのネジ軸６５がねじ込まれたものである
。ネジ軸６５は、先端部６５ａが進退動作して貫通孔６４内へ出没自由となっている。柄
の部分６３にはネジ穴６６と連通する長孔６８が形成されており、ネジ軸６５の一部が長
孔６８から露出している。喫煙者は長孔６８から露出したネジ軸６５を直接回転させるこ
とで、ネジ軸６５の先端部６５ａを貫通孔６４の内周面６４ａから突出させ、煙草Ｃを貫
通孔６４に抜け止め状態で嵌合させることができる。
【００５１】
　図１～図１０に示す実施形態の抜け止め部材１５～６５の上端部や先端部の形状は、貫
通孔１４～６４に煙草Ｃを嵌合できればどのような形状であってもよく、球状、円錐形状
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、多角錐状、板状であってもよく、キャラクター、食べ物、文字などを模した形状であっ
てもよく、抜け止め部材の上端面が煙草Ｃの外周面に沿う凹状であってもよい。また、抜
け止め部材としてワイヤーを用いてもよい。
【００５２】
　なお、抜け止め部材１５～６５は貫通孔１４～６４の内周面の下側に限らず、上側、右
側、左側に設けることもできる。
　また、抜け止め部材１５～６５は１つだけでなく、２つ以上設けられていてもよい。
【００５３】
　抜け止め部材１５～６５を貫通孔１４～６４内へ出没させる機構は、上記の実施形態に
限られるものではなく、例えば、口紅などの化粧品容器等に用いられている繰り出し機構
を用いたもの、ノック式のボールペンなどに用いられているノック機構を用いたもの、回
転軸とギアからなる回転運動から直線運動への変換機構を用いたものなど、種々の態様の
ものを採択できる。
【００５４】
　また、図１１に示す実施形態の喫煙補助具７０は、抜け止め部材として回転板７５を用
いたもので、縦向きの回転板７５の外周縁が貫通孔７４内へ出没するようになっている。
貫通孔７４の下面には、貫通孔７４の貫通方向に沿って貫通孔７４と連通する切り欠き溝
７６が形成されている。切り欠き溝７６には溝幅に対応する厚みの回転板７５が縦向きの
姿勢で嵌められており、切り欠き溝７６中を転動しながら貫通孔７４の貫通方向に移動可
能となっている。切り欠き溝７６の底部７６ａは、貫通孔７４の正面側の開口から背面側
の開口に向かって上向きに傾斜している。切り欠き溝７６の底部７６ａには、回転板７５
が貫通孔７４の背面側の開口付近に達したとき回転板７５が逆方向への転動するのを防止
する突起部７６ｂが設けられている。なお、切り欠き溝７６は、回転板７５が脱落しない
ように両端が塞がれている。
【００５５】
　喫煙者は、貫通孔７４の正面側の開口から煙草Ｃを回転板７５上に乗り上がるように挿
入する。さらに煙草Ｃを押し込むことで、回転板７５が切り欠き溝７６を転動するので、
煙草Ｃを貫通孔７４の背面側の開口までスムーズに挿入することができる。切り欠き溝７
６は底部７６ａが上向きに傾斜しているので、回転板７５は貫通孔７４の背面側の開口に
近づくにつれて貫通孔７４への突出量が大きくなり、煙草Ｃを貫通孔７４の内周面７４ａ
に押し付けて嵌合させることができる。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００５６】
　図１２～図１５は本発明のさらに他の実施形態を示す。
　本実施形態の喫煙補助具８０は、図１２、図１３に示すように、中空管よりなる棒状体
８１の内部に、貫通孔８４と重なることにより互いに連通する貫通孔８５ａを有する棒状
のスライド部材８５が上下方向へ摺動可能に挿入されたものである。棒状体８１の内部に
は、重なった貫通孔８５ａが位置ずれする方向へスライド部材８５を付勢するバネ８７が
設けられている。スライド部材８５はバネ８７のバネ圧を受けて、上端部が棒状体８１の
上端面から上方に突出している。
【００５７】
　また、柄の部分８３の外周面には、棒状体８１の中空内部と連通する上下方向に長い溝
孔８８が形成されており、スライド部材８５に一体に形成された爪部８５ｂが溝孔８８内
に突出している。爪部８５ｂは溝孔８８内を移動してスライド部材８５の上下方向のスラ
イドをガイドするとともに、溝孔８８の上下の端部と突き当たることで、スライド部材８
５が棒状体８１から抜け落ちるのを防いでいる。
　棒状体８１の柄の部分８３は、下端部８３ｃが平坦面に形成されている。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
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【００５８】
　喫煙者は喫煙補助具８０の柄の部分８３を把持して、図１４に示すように、スライド部
材８５を棒状体８１の貫通孔８４とスライド部材８５の貫通孔８５ａとが重なる位置まで
下方に押し下げる。この状態で、煙草Ｃを貫通孔８４の正面側の開口から挿入する。煙草
Ｃを適当な位置まで挿入し、喫煙者がスライド部材８５から手を離すと、図１５に示すよ
うに、スライド部材８５はバネ８７のバネ圧を受けて上方へ変位する。重なった貫通孔８
４、８５ａが位置ずれすると、煙草Ｃが棒状体８１の貫通孔８４の内周面８４ａとスライ
ド部材８５の貫通孔８５ａの内周面との間に挟まれ、抜け止め状態でスライド部材８５の
貫通孔８５ａ及び棒状体８１の貫通孔８４と嵌合する。
【００５９】
　図１６、図１７に示す実施形態は、図１２～図１５の喫煙補助具８０の変形例を示す。
　図示の喫煙補助具８０は、中空管よりなるスライド部材８５が棒状体８１の上端部の外
周面に摺動可能に嵌められている。スライド部材８５は、棒状体８１の貫通孔８４と重な
ることにより互いに連通する貫通孔８５ａを有している。スライド部材８５の内部には、
重なった貫通孔８５ａが位置ずれする方向へスライド部材８５を付勢するバネ８７が設け
られている。スライド部材８５は、図１７に示すように、スライド部材８５の貫通孔８５
ａが棒状体８１の貫通孔８４より上方に位置するように、バネ８７に付勢されている。
【００６０】
　棒状体８１の表面の貫通孔８４を挟む位置には上下方向に長い溝孔８８が形成されてお
り、溝孔８８内にはスライド部材８５に一体形成された爪部８５ｂが突出している。爪部
８５ｂは溝孔８８内を移動してスライド部材８５の上下方向のスライドをガイドするとと
もに、溝孔８８の上下の端部と突き当たることで、スライド部材８５が棒状体８１から抜
け落ちるのを防いでいる。
　その他の構成については、図１２～図１５の実施形態と同様であるため対応する構成に
は対応する符号を付して説明を省略する。
【００６１】
　喫煙者は喫煙時に、図１６、図１７に示す状態から、バネ圧に反してスライド部材８５
を棒状体８１の貫通孔８４とスライド部材８５の貫通孔８５ａとが重なる位置まで下方に
押し下げる。この状態で、煙草Ｃを貫通孔８４の正面側の開口から挿入する。煙草Ｃを適
当な位置まで挿入し、喫煙者がスライド部材８５から手を離すと、スライド部材８５はバ
ネ８７によるバネ圧を受けて上方へ変位する。重なった貫通孔８４、８５ａが位置ずれす
ると煙草Ｃが棒状体８１の貫通孔８４の内周面８４ａとスライド部材８５の貫通孔８５ａ
との間で挟まれ、抜け止め状態でスライド部材８５の貫通孔８５ａ及び棒状体８１の貫通
孔８４と嵌合する。
【００６２】
　図１８、図１９は本発明のさらに他の実施形態を示す。
　本実施形態の喫煙補助具９０では、煙草を支持する開口部は、棒状体９１の上端部に取
り付けられたリング状の開閉部材９５により形成されている。
【００６３】
　本実施形態の開閉部材９５はピンチ部材により構成され、上端部に開閉可能な嵌合部９
５ｃと、下端部にハンドル部９５ｄを備えた一対の本体部９５ａ、９５ａと、嵌合部９５
ｃを閉鎖する方向へ各本体部９５ａ、９５ａを付勢するバネ９５ｂとを備えている。各本
体部９５ａ、９５ａは線対称の形状であって、嵌合部９５ｃ、９５ｃは半円弧状のもので
あり、中央部がピン９５ｅによって開閉自在に連結されている。ハンドル部９５ｄ、９５
ｄは、下端部がピン９５ｅよりも外側に位置する。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００６４】
　上記の実施形態において、嵌合部９５ｃ、９５ｃが閉じた状態で、喫煙者がハンドル部
９５ｄ、９５ｄを挟持して互いに近づく方向に回動させると、図１９に示すように嵌合部
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９５ｃ、９５ｃが開放される。喫煙者は開放部分から煙草Ｃを嵌合部９５ｃ、９５ｃに挿
入し、ハンドル部９５ｄ、９５ｄから手を離すと、図１８に示すように、嵌合部９５ｃ、
９５ｃはバネ９５のバネ力を受けて閉じ、煙草Ｃが嵌合部９５ｃ、９５ｃに嵌合する。
【００６５】
　上記の実施形態では、開閉部材９５はピンチ部材により構成したが、これに限定されず
、例えば、図２０に示すように、装身具などに用いられるリング状の引輪を用いて構成す
ることもできる。図示の開閉部材１０５は、棒状体１０１の上端部に取り付けられる中空
の半円形の環状部材１０５ａと、バネ１０５ｂと、摺動部材１０５ｃとを備えている。バ
ネ１０５ｂは環状部材１０５ａの中空部に収容されている。摺動部材１０５ｃは、環状部
材１０５ａの中空部に摺動自在に収容されており、環状部材１０５ａの外周壁に設けられ
たスリットより突出するツマミ部１０５ｄを有している。摺動部材１０５ｃは環状部材１
０５ａと共にリング状をなし、煙草Ｃの支持部を形成する。
【００６６】
　上記の実施形態において、ツマミ部１０５ｄを引くことにより、摺動部材１０５ｃが環
状部材１０５ａ内に引っ込んで支持部１０５ｅが開いた状態となるので、煙草Ｃを環状部
材１０５ａに係止する。この状態でツマミ部１０５ｄから手を離すと、摺動部材１０５ｃ
は、バネ１０５ｂのバネ圧を受けて環状部材１０５ａの中空部を摺動して環状部材１０５
ａから突出し、閉じた状態となって煙草Ｃを支持する。
【００６７】
　また、図２１はさらに他の実施例の喫煙補助具１１０を示すもので、棒状体１１１の上
端面に蓋板１１５が設けられている。蓋板１１５は、一端部が棒状体１１１の上端面にヒ
ンジ機構１１６により回動可能に支持されている。蓋板１１５の下面には断面が半円状の
凹面１１５ａが形成されている。棒状体１１１の上端面には、蓋板１１５が閉じた状態で
蓋板１１５の凹面１１５ａと対向する位置に、断面が半円状の凹面１１１ａが形成されて
いる。蓋板１１５の凹面１１５ａと棒状体１１１の凹面１１１ａとで開閉部材が構成され
ている。
【００６８】
　蓋板１１５の下面には係合凸部１１５ｂが形成されて、棒状体１１１には蓋板１１５の
係合凸部１１５ｂと対向する位置に係合凹部１１１ｂが形成されている。
　図２１中の点線で示されるように、蓋板１１５を開き、煙草Ｃを棒状体１１１の上端面
の凹面１１１ａに係止した後、蓋板１１５を回動させて閉じ、蓋板１１５を下方に押下げ
ると、蓋板１１５の係合凸部１１５ｂと棒状体１１１の係合凹部１１１ｂとが係合する。
これにより、蓋板１１５の凹面１１５ａと棒状体１１１の上端面の凹面１１１ａとの間に
煙草Ｃが挟まれて支持される。
【００６９】
　図２２は本発明のさらに他の実施形態を示す。本実施形態の喫煙補助具１２０では、
棒状体１２１の貫通孔１２４に煙草Ｃを抜け止め状態で嵌合させるために、貫通孔１２４
の内周面１２４ａに内周面１２４ａより突出する例えば直径１．５ｍｍの半球状の突出部
１２５が形成されている。本実施形態では、突出部１２５は、貫通孔１２４の背面側の開
口の端縁に、上下に２箇所形成されている。対向する突出部１２５、１２５の間の距離が
煙草Ｃの直径よりもわずかに小さくなっている。
【００７０】
　なお、突出部１２５の個数や形成箇所は本実施形態に限定されず、例えば、貫通孔１２
４の周方向に互いに等しい間隔を開けて３つ以上形成してもよく、貫通孔１２４の周方向
または貫通方向に複数個連続して並べて形成してもよく、貫通孔１２４の貫通方向の中央
部に形成してもよい。また、突出部の直径は本実施形態に限定されない。さらに、突出部
１２５の形状は半球状に限定されない。また、突出部１２５は、貫通孔１２４の内周面１
２４ａの周方向全体に亘ってリング状に一周形成されていてもよい。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
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【００７１】
　上記の実施形態において、煙草Ｃは貫通孔１２４の貫通方向の正面側の開口から挿入さ
れ、貫通孔１２４の背面側の開口から着火側の先端が出る際に突出部１２５に当たる。突
出部１２５、１２５の間の距離は煙草Ｃの直径よりも小さいため、煙草Ｃは変形しながら
貫通孔１２４を通り抜け、抜け止め状態で貫通孔１２４に嵌合する。
【００７２】
　図２３は本発明のさらに他の実施形態を示す。本実施形態の喫煙補助具１３０では、貫
通孔１３４は内周面１３４ａに煙草Ｃの径より小さな径の縮径部１３４ｂを有している。
本実施形態では、貫通孔１４の貫通方向の正面側の開口から背面側の開口に亘って径が小
さくなっており、背面側の開口の径が煙草Ｃの径より小さくなって縮径部１３４ｂを構成
している。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００７３】
　上記の実施形態において、煙草Ｃは貫通孔１３４の正面側の開口から挿入され、貫通孔
１３４の背面側の開口から着火側の先端が出る際に縮径部１３４ｂに当たる。縮径部１３
４の径は煙草Ｃの直径よりも小さいため、煙草Ｃは変形しながら貫通孔１３４を通り抜け
、抜け止め状態で貫通孔１３４に嵌合する。
【００７４】
　なお、図２３の実施形態において、貫通孔１３４の貫通方向の正面側の開口の端縁に、
内周面より突出する突出部を形成していてもよい。
　突出部が形成される個数、形状は限定されず、煙草Ｃが貫通孔１３４を貫通することが
可能な大きさであればよい。煙草Ｃは突出部により変形しながら貫通孔１３４に挿入され
、よりしっかりと抜け止め状態が維持される。
【００７５】
　上記の図１～図２３の実施形態において、喫煙者の手の大きさに合わせて、柄の部分の
長さを変更できるような機構を設けてもよい。例えば、柄の部分の下方にネジ穴を形成し
、そのネジ穴に延長部材を接続するものである。
【００７６】
　図２４～図２６に本発明の他の実施形態を示す。
　図２４～図２６に示す喫煙補助具１４０、１５０は、棒状体１４１、１５１の柄の部分
１４３、１５３に支持体１４９、１５９を取り付け、支持体１４９、１５９によって喫煙
補助具１４０を支えて自立させる構成としている。図２４の喫煙補助具１４０は、柄の部
分１４３の背面に棒状の支持体１４９が収容される収容部１４３ｃが設けられている。支
持体１４９はその上端部が支持軸１４９ａで回動可能に収容部１４３ｃ内に支持されてい
る。
　なお、本実施形態では、煙草Ｃを支持する部分１４２の構成は図１と同じとしているが
、図１～図２３の何れの構成であってもよい。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００７７】
　喫煙補助具１４０を自立させる際には、収容部１４３ｃから支持体１４９を引き出し、
柄の部分１４３の下端部と支持体１４９の下端部とを台上に載置する。これにより、図２
４に示すように、喫煙補助具１４０は台の表面に対して斜め方向に自立する。この状態の
喫煙補助具１４０を灰皿Ｓの近傍の台上に載置することで、喫煙補助具１４０が転がった
り滑ったりすることなく煙草Ｃの灰を灰皿Ｓに落とすことができ、喫煙者は一時的に紙巻
き煙草から手を離すことができる。
【００７８】
　なお、支持体１４９は下端部が支持軸によって回動可能に収容部１４３ｃ内に支持され
ていてもよい。この場合、支持体１４９が回動して収容部１４３ｃから引き出されたとき
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に、支持体１４９が灰皿の近傍の台の表面に載置され、喫煙補助具１４０は台の表面に対
して垂直方向に自立する。
【００７９】
　図２５、図２６に示す喫煙補助具１５０においては、支持体１５９は棒状部材１５９１
と、棒状部材１５９１の一端部（以下、「先端部」と言う。）に設けられた平板部１５９
２からなる。棒状部材１５９１は、柄の部分１５３の幅方向（左右方向）に所定の隙間を
開けて並んで配置され、棒状部材１５９１の他端部（以下、「基端部」と言う。）が柄の
部分１５３の下端部にネジ１５９ａにより回動自由に連結されている。ネジ１５９ａによ
り、柄の部分１５３に対して支持体１５９が任意の角度で開いた状態を保持できるように
なっている。棒状部材１５９１の厚みｄ１は柄の部分１５３の厚みＤと同じに形成されて
いる。平板部１５９２の厚みｄ２は柄の部分１５３の厚みＤよりも薄く形成されており、
平板部１５９２の幅ｗ２は棒状部材１５９１の幅ｗ１よりも大きく、柄の部分１５３の幅
Ｗと同じに形成されている。
　柄の部分１５３の下端部の背面側の角部には面取部１５３ｆが形成されている。面取部
１５３ｆにより、支持体１５９と柄の部分１５３とが開いた状態で台上に喫煙補助具１５
０を載置する際に、角部が台の表面に当たって載置が不安定となることを防いでいる。
【００８０】
　棒状体１５１の柄の部分１５３の下側部分は、幅Ｗが柄の部分１５３の上側部分よりも
小さく形成されており、幅Ｗが小さくなったことにより生じる空間が、支持体１５９が柄
の部分１５３に対して閉じた状態で支持体１５９の棒状部材１５９１を収容する第１の収
容部１５３ｃとなる。また、柄の部分１５３の上側部分の背面には、支持体１５９が柄の
部分１５３に対して閉じた状態で支持体１５９の平板部１５９２が収容される凹溝状の第
２の収容部１５３ｄが形成されている。
【００８１】
　平板部１５９２の背面には、滑り止め部を構成する溝１５９２ａが形成されている。ま
た、棒状部材１５９１の背面と柄の部分１５３の背面との同じ位置には溝１５９１ａ、１
５３ａが形成されている。これらの溝１５９２ａ、１５９１ａ、１５３ａを灰皿の縁部に
係止させることで、煙草Ｃを灰皿に置くことが可能である。
　さらに、支持体１５９の平板部１５９２の側面には、溝１５９２ａに連続する溝１５９
２ｂが形成されており、柄の部分１５３の側面には、溝１５９２ｂに連続する溝１５３ｅ
が形成されている。また、柄の部分１５３の側面には、溝１５３ａに連続する溝１５３ｂ
が形成されており、棒状部材１５９１の側面には、溝１５９１ａに連続する溝１５９１ｂ
が形成されている。
【００８２】
　なお、図２５、図２６では煙草Ｃを支持する部分１５２の構成を図１と同じとしている
が、図１～図２３の何れの構成であってもよい。
　その他の構成については、図１の実施形態と同様であるため、対応する構成には対応す
る符号を付して説明を省略する。
【００８３】
　喫煙者は、図２６に示すように支持体１５９を柄の部分１５３に対して閉じた状態とし
て、支持体１５９の棒状部材１５９１と柄の部分１５３とを把持して喫煙する。
　また、喫煙補助具１５０を自立させる際には、図２５に示すように、柄の部分１５３に
対して支持体１５９を開き、支持体１５９の背面を台上に載置する。
　支持体１５９の先端部には棒状部材１５９１よりも幅方向に長い平板部１５９２が設け
られているので、支持体１５９が棒状部材１５９１だけで構成されている場合に比べて台
に接触する面積が大きくなり、喫煙補助具１５０を安定して自立させることができる。こ
のため、喫煙者は一時的に紙巻き煙草Ｃから手を離すことができる。煙草Ｃの長さや灰皿
Ｓの大きさに合わせて柄の部分１５３に対する支持体１５９の開く角度を調整することで
、喫煙補助具１５０を灰皿Ｓの近傍の台に載置する際に、煙草Ｃの灰を確実に灰皿Ｓに落
とすことができる。喫煙補助具１５０の柄の部分１５３が台の表面に対して垂直方向にな
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るように柄の部分１５３に対する支持体１５９の開く角度を９０度としてもよく、台の表
面に対して斜め方向となるように柄の部分１５３に対する支持体１５９の開く角度を９０
度より小さくしてもよい。
【００８４】
　また、柄の部分や煙草を支持する部分の開口部の周囲に、例えば、定規、ペン、缶切、
文鎮、靴べら、虫眼鏡、ルーペ、キーホルダー、スパナ、やすり、鍵、磁石、ライト、時
計、録音機、無線機、充電器、時計、携帯電話、ＵＳＢメモリ、コンピュータ、カメラ、
テレビ、ラジオ等の機能を付加したり、柄の部分を腕や首が通るように形成してブレスレ
ットやネックレスとしてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
１０～１５０　喫煙補助具
１１～１５１　棒状体
１２～１５２　煙草を支持する部分
１３～１５３　柄の部分
１４～１５４　貫通孔
１５～７５　抜け止め部材
１７～３７　バネ
８５　スライド部材
９５、１０５　開閉部材
１４９、１５９　支持体
１５９１　棒状部材
１５９２　平板部
Ｃ　煙草

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月2日(2016.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状体の一端部の側に紙巻き煙草を支持する部分、前記棒状体の他端部の側に柄の部分
を有し、前記紙巻き煙草を支持する部分には、吸煙側の端部と着火側の端部とが互いに反
対側へ突出するように紙巻き煙草を支持する開口部が設けられ、
　前記開口部は、前記棒状体の長さ方向に対して垂直方向である前記棒状体の厚み方向に
貫通する貫通孔により構成され、
　前記貫通孔の内周面に穴部が形成されており、
　前記穴部には、バネと、抜け止め部材とが収容されており、
　前記バネは、前記抜け止め部材を前記貫通孔内に出没自在に支持し、
　前記抜け止め部材は、前記バネにより前記貫通孔に向けて付勢されていることで、煙草
を前記貫通孔に抜け止め状態で嵌合させる喫煙補助具。
【請求項２】
　前記柄の部分の一端部と他端部の少なくとも一方に、滑り止め部が形成されている請求
項１に記載の喫煙補助具。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の喫煙補助具であって、前記柄の部分に前記喫煙補助具を自立
させるための支持体をさらに備える喫煙補助具。
【請求項４】
　前記支持体は、棒状部材と、前記棒状部材の一端部の側に設けられた平板部を有し、
　前記棒状部材の他端部は前記柄の部分に回動可能に取り付けられており、
　前記柄の部分には、前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられた状態で前記棒状部材
が収容される第１の収容部と、前記平板部が収容される第２の収容部とが設けられている
請求項３に記載の喫煙補助具。
【請求項５】
　前記第１の収容部は、前記棒状体の柄の部分の他端部の幅が、前記棒状体の柄の部分の
一端部の幅よりも小さく形成されたことにより生じる空間であり、
　前記棒状部材の厚みは前記柄の部分の他端部の厚みと同じであり、
　前記第２の収容部は、前記柄の部分の着火側の面に形成された凹溝であり、
　前記平板部の幅は前記柄の部分の一端部の幅と同じであり、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記棒状部材の着火側の面
が前記柄の部分の他端部の着火側の面と揃い、前記棒状部材の側面が前記柄の部分の一端
部の側面と揃い、前記平板部の着火側の面が前記柄の部分の一端部及び他端部の着火側の
面と揃い、前記平板部の側面が前記柄の部分の一端部の側面と揃う請求項４に記載の喫煙
補助具。
【請求項６】
　前記平板部の着火側の面に溝が形成されている請求項５に記載の喫煙補助具。
【請求項７】
　前記平板部の側面に厚み方向に溝が形成され、前記柄の部分の一端部の側面に厚み方向
に溝が形成され、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記平板部の溝と前記柄の
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部分の一端部の溝は連続する請求項５または６に記載の喫煙補助具。
【請求項８】
　前記棒状部材の着火側の面に幅方向に溝が形成され、前記柄の部分の他端部の着火側の
面に幅方向に溝が形成され、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記棒状部材の溝と前記柄
の部分の他端部の溝は連続している請求項５～７のいずれかに記載の喫煙補助具。
【請求項９】
　前記棒状部材の外側の側面に厚み方向に溝が形成され、前記柄の部分の他端部の外側の
側面に厚み方向に溝が形成されている請求項５～８のいずれかに記載の喫煙補助具。
【手続補正書】
【提出日】平成28年9月5日(2016.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状体の一端部の側に紙巻き煙草を支持する部分、前記棒状体の他端部の側に柄の部分
を有し、前記紙巻き煙草を支持する部分には、吸煙側の端部と着火側の端部とが互いに反
対側へ突出するように紙巻き煙草を支持する開口部が設けられ、
　前記開口部は、前記棒状体の長さ方向に対して垂直方向である前記棒状体の厚み方向に
貫通する貫通孔により構成され、
　前記貫通孔の内周面に穴部が形成されており、
　前記穴部には、バネと、抜け止め部材とが収容されており、
　前記バネは、前記抜け止め部材を前記貫通孔内に出没自在に支持し、
　前記抜け止め部材は、前記バネにより前記貫通孔に向けて付勢されていることで、煙草
を前記貫通孔に抜け止め状態で嵌合させ、
　前記柄の部分に前記喫煙補助具を自立させるための支持体をさらに備え、
　前記支持体は、棒状部材と、前記棒状部材の一端部の側に設けられた平板部を有し、
　前記棒状部材の他端部は前記柄の部分に回動可能に取り付けられており、
　前記柄の部分には、前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられた状態で前記棒状部材
が収容される第１の収容部と、前記平板部が収容される第２の収容部とが設けられ、
　前記第１の収容部は、前記棒状体の柄の部分の他端部の幅が、前記棒状体の柄の部分の
一端部の幅よりも小さく形成されたことにより生じる空間であり、
　前記棒状部材の厚みは前記柄の部分の他端部の厚みと同じであり、
　前記第２の収容部は、前記柄の部分の着火側の面に形成された凹溝であり、
　前記平板部の幅は前記柄の部分の一端部の幅と同じであり、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記棒状部材の着火側の面
が前記柄の部分の他端部の着火側の面と揃い、前記棒状部材の側面が前記柄の部分の一端
部の側面と揃い、前記平板部の着火側の面が前記柄の部分の一端部及び他端部の着火側の
面と揃い、前記平板部の側面が前記柄の部分の一端部の側面と揃う、喫煙補助具。
【請求項２】
　前記柄の部分の一端部と他端部の少なくとも一方に、滑り止め部が形成されている請求
項１に記載の喫煙補助具。
【請求項３】
　前記平板部の着火側の面に溝が形成されている請求項１または２に記載の喫煙補助具。
【請求項４】
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　前記平板部の側面に厚み方向に溝が形成され、前記柄の部分の一端部の側面に厚み方向
に溝が形成され、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記平板部の溝と前記柄の
部分の一端部の溝は連続する請求項１～３のいずれかに記載の喫煙補助具。
【請求項５】
　前記棒状部材の着火側の面に幅方向に溝が形成され、前記柄の部分の他端部の着火側の
面に幅方向に溝が形成され、
　前記柄の部分に対して前記支持体が閉じられて、前記棒状部材が前記第１の収容部に収
容され、前記平板部が前記第２の収容部に収容された状態で、前記棒状部材の溝と前記柄
の部分の他端部の溝は連続している請求項１～４のいずれかに記載の喫煙補助具。
【請求項６】
　前記棒状部材の外側の側面に厚み方向に溝が形成され、前記柄の部分の他端部の外側の
側面に厚み方向に溝が形成されている請求項１～５のいずれかに記載の喫煙補助具。 
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